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○
環
境
省
令
第
十
六
号 

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
三
十
七
号
）
第
七
条
の
二
第
三
項
（
同
法
第

十
四
条
の
二
第
三
項
及
び
第
十
四
条
の
五
第
三
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
八
条
の
二

の
二
第
一
項
、
第
九
条
の
八
第
八
項
（
同
法
第
十
五
条
の
四
の
二
第
三
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
、
第
九
条
の
九
第
八
項
（
同
法
第
十
五
条
の
四
の
三
第
三
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。

）
、
第
九
条
の
十
第
六
項
（
同
法
第
十
五
条
の
四
の
四
第
三
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、

第
十
二
条
第
三
項
、
第
九
項
及
び
第
十
項
、
第
十
二
条
の
二
第
三
項
、
第
十
項
及
び
第
十
一
項
、
第
十
二
条
の
三
第
三

項
、
第
四
項
、
第
五
項
、
第
七
項
及
び
第
八
項
、
第
十
二
条
の
五
第
三
項
、
第
四
項
、
第
六
項
及
び
第
十
項
並
び
に
第

十
五
条
の
二
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
並
び
に
同
法
を
実
施
す
る
た
め
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
対

処
す
る
た
め
の
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
特
例
を
定
め
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

令
和
二
年
五
月
十
五
日 

環
境
大
臣 

小
泉
進
次
郎 

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
対
処
す
る
た
め
の
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
特
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例
を
定
め
る
省
令 

 

（
一
般
廃
棄
物
処
理
業
に
係
る
変
更
の
届
出
等
に
関
す
る
特
例
） 

第
一
条 
令
和
二
年
三
月
二
十
八
日
か
ら
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
（
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
特
別
措
置

法
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
三
十
一
号
）
附
則
第
一
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
を

い
う
。
）
に
起
因
し
て
同
法
第
三
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
年
四
月
七
日
に
同
項
に
規
定
す
る
新
型
イ
ン
フ

ル
エ
ン
ザ
等
緊
急
事
態
宣
言
が
さ
れ
た
後
、
全
都
道
府
県
の
区
域
に
お
い
て
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規

定
す
る
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
緊
急
事
態
解
除
宣
言
が
さ
れ
る
日
（
以
下
「
緊
急
事
態
解
除
宣
言
日
」
と
い
う
。

）
ま
で
の
間
に
お
い
て
し
た
変
更
に
係
る
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
六
年
厚

生
省
令
第
三
十
五
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
二
条
の
六
第
二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中

「
十
日
」
と
あ
る
の
は
「
三
十
日
」
と
す
る
。 

 

（
一
般
廃
棄
物
処
理
施
設
に
係
る
定
期
検
査
の
期
間
に
関
す
る
特
例
） 

第
二
条 

新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
特
別
措
置
法
第
三
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
新
型
イ

ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
緊
急
事
態
宣
言
が
さ
れ
た
令
和
二
年
四
月
七
日
（
以
下
「
緊
急
事
態
宣
言
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
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当
該
一
般
廃
棄
物
処
理
施
設
が
存
す
る
都
道
府
県
の
区
域
に
お
い
て
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る

緊
急
事
態
解
除
宣
言
が
さ
れ
る
日
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
特
定
緊
急
事
態
宣
言
解
除
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
起

算
し
て
四
月
を
経
過
す
る
ま
で
の
間
に
お
い
て
規
則
第
四
条
の
四
の
三
に
規
定
す
る
期
間
を
経
過
す
る
前
に
検
査
を

受
け
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
場
合
に
お
け
る
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第

百
三
十
七
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
八
条
の
二
の
二
第
一
項
の
環
境
省
令
で
定
め
る
期
間
は
、
規
則
第
四
条

の
四
の
三
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
特
定
緊
急
事
態
解
除
宣
言
日
か
ら
起
算
し
て
四
月
以
内
と
す
る
。
た
だ
し
、
こ

の
期
間
内
に
検
査
を
受
け
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
緊
急
事
態
解
除
宣
言
日
か
ら
起
算
し
て

四
月
以
内
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

（
再
生
利
用
の
認
定
に
関
す
る
特
例
） 

第
三
条 

令
和
二
年
三
月
二
十
八
日
か
ら
緊
急
事
態
解
除
宣
言
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
し
た
変
更
に
係
る
規
則
第
六
条

の
八
第
一
項
（
規
則
第
十
二
条
の
十
二
の
七
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
の

適
用
に
つ
い
て
は
、
規
則
第
六
条
の
八
第
一
項
中
「
十
日
（
法
人
で
次
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
登
記
事
項
証
明

書
を
添
付
す
べ
き
場
合
に
あ
つ
て
は
、
三
十
日
）
」
と
あ
る
の
は
、
「
三
十
日
」
と
す
る
。 
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２ 

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日
以
前
の
一
年
間
に
係
る
規
則
第
六
条
の
十
二
（
規
則
第
十
二
条
の
十
二
の
七
の
規
定
に

よ
り
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
報
告
に
係
る
規
則
第
六
条
の
十
二
の
規
定
の
適
用

に
つ
い
て
は
、
同
条
中
「
六
月
三
十
日
」
と
あ
る
の
は
「
十
月
三
十
一
日
」
と
す
る
。 

 

（
広
域
的
処
理
の
認
定
に
関
す
る
特
例
） 

第
四
条 

令
和
二
年
三
月
二
十
八
日
か
ら
緊
急
事
態
解
除
宣
言
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
し
た
変
更
に
係
る
規
則
第
六
条

の
二
十
一
の
二
第
一
項
（
規
則
第
十
二
条
の
十
二
の
十
三
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。

）
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
規
則
第
六
条
の
二
十
一
の
二
第
一
項
中
「
十
日
（
法
人
で
次
項
の
規
定
に
よ
り

登
記
事
項
証
明
書
を
添
付
す
べ
き
場
合
に
あ
つ
て
は
、
三
十
日
）
」
と
あ
る
の
は
、
「
三
十
日
」
と
す
る
。 

２ 

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日
以
前
の
一
年
間
に
係
る
規
則
第
六
条
の
二
十
四
（
規
則
第
十
二
条
の
十
二
の
十
三
の
規

定
に
よ
り
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
報
告
に
係
る
規
則
第
六
条
の
二
十
四
の
規
定

の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
中
「
六
月
三
十
日
」
と
あ
る
の
は
「
十
月
三
十
一
日
」
と
す
る
。 

 

（
無
害
化
処
理
の
認
定
に
関
す
る
特
例
） 

第
五
条 

令
和
二
年
三
月
二
十
八
日
か
ら
緊
急
事
態
解
除
宣
言
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
し
た
変
更
に
係
る
規
則
第
六
条
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の
二
十
四
の
九
第
二
項
（
規
則
第
十
二
条
の
十
二
の
十
九
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。

）
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
規
則
第
六
条
の
二
十
四
の
九
第
二
項
中
「
十
日
（
法
人
で
次
項
第
一
号
又
は
第

二
号
の
規
定
に
よ
り
登
記
事
項
証
明
書
を
添
付
す
べ
き
場
合
に
あ
つ
て
は
、
三
十
日
）
」
と
あ
る
の
は
、
「
三
十

日
」
と
す
る
。 

２ 

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日
以
前
の
一
年
間
に
係
る
規
則
第
六
条
の
二
十
四
の
十
六
第
一
項
（
規
則
第
十
二
条
の
十

二
の
十
九
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
報
告
に
係
る
規
則
第
六
条
の

二
十
四
の
十
六
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
六
月
三
十
日
」
と
あ
る
の
は
「
十
月
三
十
一
日

」
と
す
る
。 

 

（
産
業
廃
棄
物
の
保
管
の
届
出
に
関
す
る
特
例
） 

第
六
条 

緊
急
事
態
宣
言
日
か
ら
緊
急
事
態
宣
言
解
除
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
す
る
産
業
廃
棄
物
の
保
管
に
係
る
規
則

第
八
条
の
二
の
三
、
第
八
条
の
二
の
七
及
び
第
八
条
の
十
三
の
四
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
規
則
第
八
条
の
二
の
三
及

び
第
八
条
の
十
三
の
四
中
「
場
合
」
と
あ
る
の
は
、
「
場
合
及
び
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
（
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン

ザ
等
対
策
特
別
措
置
法
第
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
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じ
。
）
に
よ
る
処
理
施
設
の
運
転
の
停
止
そ
の
他
の
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
に
起
因
す
る
や
む
を
得
な
い
理
由
に

よ
り
行
う
場
合
」
と
し
、
規
則
第
八
条
の
二
の
七
の
見
出
し
中
「
非
常
災
害
」
と
あ
る
の
は
「
非
常
災
害
等
」
と
す

る
。 

（
多
量
排
出
事
業
者
の
廃
棄
物
処
理
計
画
に
関
す
る
特
例
） 

第
七
条 

令
和
二
年
度
の
産
業
廃
棄
物
の
減
量
そ
の
他
そ
の
処
理
に
関
す
る
計
画
に
係
る
規
則
第
八
条
の
四
の
五
及
び

第
八
条
の
十
七
の
二
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
六
月
三
十
日
」
と
あ
る
の
は
、
「
十
月
三

十
一
日
」
と
す
る
。 

２ 

令
和
元
年
度
の
産
業
廃
棄
物
の
減
量
そ
の
他
そ
の
処
理
に
関
す
る
計
画
に
係
る
規
則
第
八
条
の
四
の
六
及
び
第
八

条
の
十
七
の
三
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
六
月
三
十
日
」
と
あ
る
の
は
、
「
十
月
三
十
一

日
」
と
す
る
。 

 

（
運
搬
受
託
者
及
び
処
分
受
託
者
の
管
理
票
交
付
者
へ
の
送
付
期
限
に
関
す
る
特
例
） 

第
八
条 

令
和
二
年
三
月
二
十
八
日
か
ら
緊
急
事
態
解
除
宣
言
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
運
搬
又
は
処
分
の
終
了
及
び
最

終
処
分
が
終
了
し
た
旨
が
記
載
さ
れ
た
管
理
票
の
写
し
の
送
付
に
係
る
規
則
第
八
条
の
二
十
三
、
第
八
条
の
二
十
五
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及
び
第
八
条
の
二
十
五
の
三
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
十
日
」
と
あ
る
の
は
、
「
三
十
日

」
と
す
る
。 

 

（
管
理
票
交
付
者
に
関
す
る
特
例
） 

第
九
条 

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日
以
前
の
一
年
間
に
お
い
て
交
付
し
た
管
理
票
の
交
付
等
の
状
況
に
係
る
規
則
第
八

条
の
二
十
七
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
中
「
六
月
三
十
日
」
と
あ
る
の
は
、
「
十
月
三
十
一
日
」
と
す
る
。 

 

（
管
理
票
の
写
し
の
送
付
又
は
運
搬
受
託
者
若
し
く
は
処
分
受
託
者
か
ら
の
報
告
を
受
け
る
ま
で
の
期
間
に
関
す
る

特
例
） 

第
十
条 

令
和
二
年
一
月
八
日
か
ら
緊
急
事
態
解
除
宣
言
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
交
付
し
た
管
理
票
又
は
実
施
し
た
登

録
に
係
る
規
則
第
八
条
の
二
十
八
第
一
号
又
は
第
八
条
の
三
十
七
第
一
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の

規
定
中
「
九
十
日
」
と
あ
る
の
は
「
百
二
十
日
」
と
す
る
。 

２ 

令
和
元
年
十
月
十
日
か
ら
緊
急
事
態
解
除
宣
言
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
交
付
し
た
管
理
票
又
は
実
施
し
た
登
録
に

係
る
規
則
第
八
条
の
二
十
八
第
二
号
又
は
第
八
条
の
三
十
七
第
二
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定

中
「
百
八
十
日
」
と
あ
る
の
は
「
二
百
四
十
日
」
と
す
る
。 
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（
情
報
処
理
セ
ン
タ
ー
へ
の
報
告
期
限
に
関
す
る
特
例
） 

第
十
一
条 

令
和
二
年
四
月
二
日
か
ら
緊
急
事
態
解
除
宣
言
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
運
搬
又
は
処
分
の
終
了
及
び
最
終

処
分
が
終
了
し
た
旨
が
記
載
さ
れ
た
管
理
票
の
写
し
の
送
付
に
係
る
規
則
第
八
条
の
三
十
四
及
び
第
八
条
の
三
十
四

の
三
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
三
日
（
休
日
等
を
除
く
。
）
」
と
あ
る
の
は
、
「
三
十
日

」
と
す
る
。 

 

（
処
分
受
託
者
の
管
理
票
交
付
者
へ
の
管
理
票
の
写
し
の
送
付
期
限
に
関
す
る
特
例
） 

第
十
二
条 

令
和
二
年
三
月
二
十
八
日
か
ら
緊
急
事
態
解
除
宣
言
日
ま
で
の
間
に
最
終
処
分
が
終
了
し
た
旨
の
通
知
を

受
け
た
場
合
に
お
け
る
規
則
第
八
条
の
三
十
四
の
六
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
中
「
十
日
」
と
あ
る
の
は

、
「
三
十
日
」
と
す
る
。 

 

（
産
業
廃
棄
物
処
理
業
等
に
係
る
変
更
の
届
出
等
に
関
す
る
特
例
） 

第
十
三
条 

令
和
二
年
三
月
二
十
八
日
か
ら
緊
急
事
態
解
除
宣
言
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
し
た
変
更
に
係
る
規
則
第
十

条
の
十
第
二
項
及
び
規
則
第
十
条
の
二
十
三
第
二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
十
日
（
法

人
で
次
項
第
一
号
又
は
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
登
記
事
項
証
明
書
を
添
付
す
べ
き
場
合
に
あ
つ
て
は
、
三
十
日
）
」
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と
あ
る
の
は
、
「
三
十
日
」
と
す
る
。 

 

（
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
に
係
る
定
期
検
査
の
期
間
に
関
す
る
特
例
） 

第
十
四
条 
緊
急
事
態
宣
言
日
か
ら
当
該
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
が
存
す
る
都
道
府
県
の
区
域
に
お
い
て
新
型
イ
ン
フ

ル
エ
ン
ザ
等
対
策
特
別
措
置
法
第
三
十
二
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
緊
急
事
態
解
除
宣
言
が
さ
れ

る
日
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
特
定
緊
急
事
態
解
除
宣
言
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
起
算
し
て
四
月
を
経
過
す
る
ま

で
の
間
に
お
い
て
規
則
第
十
二
条
の
五
の
三
に
規
定
す
る
期
間
を
経
過
す
る
前
に
検
査
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
か

っ
た
場
合
に
お
け
る
法
第
十
五
条
の
二
の
二
第
一
項
の
環
境
省
令
で
定
め
る
期
間
は
、
規
則
第
十
二
条
の
五
の
三
の

規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
特
定
緊
急
事
態
解
除
宣
言
日
か
ら
起
算
し
て
四
月
以
内
と
す
る
。
た
だ
し
、
こ
の
期
間
内
に

検
査
を
受
け
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
緊
急
事
態
解
除
宣
言
日
か
ら
起
算
し
て
四
月
以
内
と

す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
第
三
条
第
二
項
、
第
四
条
第
二
項
、
第
五
条
第
二
項
、
第
七
条
及
び
第
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九
条
以
外
の
規
定
は
令
和
二
年
四
月
七
日
か
ら
適
用
す
る
。 

 

（
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
） 

２ 

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

第
八
条
の
二
十
七
中
「
若
し
く
は
」
を
「
又
は
」
に
改
め
、
「
又
は
大
牟
田
市
」
を
削
る
。 


